
 

 
                                                         雇児福発 0620第１号 

                                                        平 成 2 8年 ６ 月 2 0日 

 

     

各           民生主管部（局）長 殿 

     

 

                     

   厚生労働省雇用均等・児童家庭局  

家庭福祉課長 

   （公 印 省 略） 

 

 

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金 

                 交付要綱等の改正点及びその運用について 

 

１．事務費関係 

 

（１）児童相談所一時保護所関係 

  ① 心理職員の配置 

        １施設当たり年額    ５，５４６，５２９円  →  ５，５９７，０７１円 

    ② 個別指導を行う主任児童指導員の配置 

      １施設当たり年額   ５，２９６，４５５円  → ５，３５１，２０８円 

    ③ 看護代替要員費 

     職員１人日額          ５，９２０円 →      同   額 

 

（２）小規模グループケアの推進 

  （児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設）                              

    １施設当たり年額    ６，９１８，２９１円 → ６，９６４，５２４円  

 

（３）里親支援専門相談員加算（児童養護施設、乳児院）                              

    １施設当たり年額    ５，６３７，６６９円 →   ５，６８８，２１１円 

[里親支援のための交通費を含む]  

          

（４）個別対応職員加算（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院、母子生活支援施設）                              

        １施設当たり年額    ５，５４６，５２９円 →   ５，５９７，０７１円 

（※ 児童養護施設、乳児院（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院を除く）、情緒障害児 

短期治療施設、児童自立支援施設は一般分保護単価に算入） 

 

（５）夜間警備体制の強化（母子生活支援施設）  

        １施設当たり年額   １，９４１，８００円 →         同   額 

          [夜間における警備体制を強化するための警備員雇上費を算定]     

都 道 府 県 

指 定 都 市 

中 核 市 

児童相談所設置市 



 

 
（６）苦情解決対策経費の計上（各施設一般分保護単価に算入） 

        １施設当たり年額          ２４，２１０円 →         同      額 

        [第三者委員会の開催に係る経費（旅費、会議費）を算定] 

 

（７）地域小規模児童養護施設                             

        １施設当たり年額  １５，４４６，９８３円 →   １５，５４９，１８４円 

             

（８）小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設                              

        １施設当たり年額   ８，０２６，８２７円 →   ８，０８０，７４７円 

 

（９）心理療法担当職員加算 

  （児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治

療施設） 

       １施設当たり年額                              

         常勤職員配置      ５，５４６，５２９円  →    ５，５９７，０７１円 

 

     常勤的非常勤職員配置 

３，３６４，２９４円 →     ３，３６８，２８８円 

     非常勤職員配置     ２，２０９，３７６円 →    ２，２０９，２６３円 

 

      [心理療法担当職員に係る経費、訪問指導旅費（月１０回）、嘱託精神科医

（月１回）等を算定] 

 

（10）広域入所促進事業（母子生活支援施設） 

        １施設当たり年額        ４５万円以内 →              同   額 

          [施設機能強化推進費] 

 

（11）看護師加算（児童養護施設）   

    １施設当たり年額   ５，１４９，７０３円 →     ５，１９７，９０７円 

 

（12）家庭支援専門相談員加算 

（定員３０名以上の児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療

施設） 

１施設当たり年額                 ５，５９７，０７１円 

 

（13）一時保護実施特別加算 

（児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設）  

    １施設当たり年額                 １５，５４９，１８４円 

 

 

（14）初任給調整手当（情緒障害児短期治療施設） 

    １施設当たり年額                    ３，６５５，６８０円 



 

 
 

（15）入所児童の自立支援（児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期 

治療施設、児童自立支援施設（各施設一般分保護単価に算入）） 

        １施設当たり年額  １，９７５，１２４円 →    １，９７５，００２円 

 

（16）業務省力化等勤務条件改善費 

        週所定労働時間４０時間の実施 

          ①児童指導員、保育士等直接処遇職員 

              職員１人年額    ２８５，７００円 →         同   額 

        ②調理員 

              職員１人年額    ２７６，６４０円  →          同   額 

 

（17）年休代替要員費 

  ① 直接処遇職員 

      職員１人年額       １１８，４００円 →         同   額 

  ② 調理員 

      職員１人年額      １０６，４００円 →         同   額 

 

（18）社会保険料事業主負担金       ２０．４７１％  →        ２０．６６０％ 

 

（19）管理宿直専門員 

    １施設当たり年額   １，３６６，０１６円  →    １，３６７，４５３円 

 

（20）職員健康管理費 

    常勤・非常勤職員       ６，１９６円 →         ６，０８３円 

 

（21）ボイラー技士雇上費 

    職員１人年額     ２，４１２，８４６円 →      ２，４１２，７３３円                                            

 

（22）非常勤保育士賃金 

    職員１人年額        ２３２，３６０円 →         同   額 

 

（23）非常勤調理員賃金 

    職員１人年額     １，６７０，４８０円 →         同   額 

 

（24）児童自立支援施設学科指導員講師手当 

    １施設当たり年額     ７，６０４，２４０円 →         同   額 

 

（25）児童養護施設特別指導費、母子生活支援施設特別生活指導費 

     職員１人年額    １，８６６，９３６円 →      １，８６６，８２３円 

 

 



 

 
（26）学習指導費 

  （児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、

ファミリーホーム、里親） 

    １人当たり月額               ８，０９０円   →              同   額 

 

（27）嘱託医手当 

   （児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院） 

    嘱託医１人年額          ３２５，６８０円  →            同   額 

     

（児童自立支援施設） 

        嘱託医１人年額            ６５１，３６０円 →        同   額 

 

（28）協力医療機関委託費（乳児院） 

        １施設当たり年額          ７０５，６４０円 →        同   額 

 

（29）入所児童（者）処遇特別加算 

     400時間 ～  800時間      ４３５，０００円 →        同   額 

        800時間 ～ 1,200時間     ７２６，０００円 →        同   額 

     1,200時間以上         １，０１６，０００円 →        同   額 

 

（30）除雪費 

    定員１人（母子生活支援施設にあっては１世帯）年額 

                        ５，８５０円 →       ５，８８０円 

 

（31）降灰除去費 

    １施設当たり年額          １４５，４７０円 →     １４７，５２０円 

 

 

※（ ）書きは公立施設の場合。 

 

 

２．事業費関係 

（１）一般生活費 

  ①児童養護施設 

       ・乳児分１人月額         ５６，５８０円 →     ５７，０３０円 

    ・乳児以外分１人月額       ４９，０３０円 →      ４９，４３０円 

  ②児童自立支援施設 

    ・入所児分１人月額        ４９，０３０円 →        ４９，４３０円 

        ・通所児分１人月額              １５，０９０円 →       １５，２１０円 

 

   ③情緒障害児短期治療施設 

    ・入所児分１人月額       ４９，４６０円 →       ４９，８５０円 



 

 
        ・通所児分１人月額              １５，０９０円 →       １５，２１０円 

 

   ④里親 

    ・乳児分１人月額         ５６，８３０円 →       ５７，２９０円 

      ・乳児以外分１人月額      ４９，２９０円 →       ４９，６８０円 

    ⑤乳児院 

    ・３歳未満児分１人月額     ５６，５８０円 →       ５７，０３０円 

    ・３歳以上児分１人月額          ４９，０３０円 →       ４９，４３０円 

  ⑥ファミリーホーム 

    ・乳児分１人月額         ５６，５８０円 →       ５７，０３０円 

    ・乳児以外分１人月額      ４９，０３０円 →       ４９，４３０円 

  ⑦自立援助ホーム１人月額      １０，６９０円 →       １０，７７０円 

  ⑧母子生活支援施設 

    ・入所者１人月額          ３，６７０円 →       ３，７００円 

      ・保育室保育入所児童 

      ３歳未満児１人月額      ９，１９０円 →        ９，２６０円 

         ３歳以上児１人月額      ５，８１０円 →        ５，８６０円 

  ⑨乳児院病虚弱等児童加算費 

       児童１人月額           ９７，６４０円 →     １００，１９０円 

    ⑩児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む） 

       ・乳児１人日額            １，８６０円 →        １，８８０円 

    ・乳児以外分１人日額             １，６１０円  →        １，６３０円 

  ⑪里親の一時的な休息のための援助経費 

         １日当たり            ５，６００円  →          同   額 

         [児童の飲食物費など] 

 

（２）分娩介助料    １件当たり      ２０１，４８０円 →  ２０９，１８０円 

 

（３）期末一時扶助費 児童１人年額       ５，２４０円 →   ５，２８０円 

 

（４）児童用採暖費 

区 分 旧５級地 旧４級地 旧３級地 旧２級地 その他の地域 

児童養護施設等 7,110円 5,440円 3,520円 2,620円 1,310円 

乳 児 院 7,520円 5,890円 3,740円 2,730円 1,310円 

母子生活支援 施設等 1,180円 1,000円 620円 390円 200円 

 （注）この表の「旧５級地から旧２級地」までの級地区分は、一般職の職員の給与に関

する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成16年10月

28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第１条に定める地域とし、「そ

の他の地域」は旧５級地から旧２級地までの地域以外の地域とすること。 



 

 
（５）里親委託児童通院費    養育里親等             ７，５００円 

                専門里親             １５，０００円 

 

（６）一時保護委託費 一時保護委託児童１人当たり日額  

２，３６０円 →    ４，０４０円 

 

（７）児童養護施設分園型自活訓練事業 

      １施設当たり年額         ４，７４５，０００円 → ４，７６１，０００円 

 

 

３．職員配置の改善に係る取扱いについて 

   職員配置の改善にかかる職員配置状況の確認は、４月初日と１０月初日の年２回と 

する。 

   ただし、４月、１０月以外の月に職員の新規採用等により職員配置が改善された場

合には、翌月分（その月初日に改善された場合はその月分）から保護単価の見直しを

行うこと。 

 

 

４．その他 

「児童福祉施設設備及び運営に関する基準」において、平成２５年４月１日より職

員配置基準の引上げが行われたところであるが、公設民営の施設で指定管理者制度を

導入し、複数年契約としている場合においても、措置費の基本的人員配置の引上げに

伴う職員の確保と、必要な加算職員の配置に対応した契約の見直しについて、引き続

き配慮をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
別紙１ 管理費単価表 

事務費の保護単価に含まれている管理費 

定  員 
①児童養護施設 ③児童自立支援施設 

(5.5：1) (5：1) (4.5：1) (4：1) (4.5：1) (4：1) (3.5：1) (3：1) 

人 円 円 円 円 円 円 円 円 

20人まで 32,892 32,892 32,892 34,486 

 

      

 21 ～ 25 28,413 28,944 29,475 30,804         

 26 ～ 30 23,931 24,993 26,056 27,119 24,450 25,513 26,575 27,638 

 31 ～ 35 21,658 22,588 23,518 24,448 22,217 23,147 24,076 25,405 

 36 ～ 40 19,382 20,179 20,976 21,773 19,981 20,778 21,575 23,169 

 41 ～ 45 18,107 18,824 19,541 20,577 18,810 19,846 20,563 22,316 

 46 ～ 50 16,041 16,679 17,316 18,591 17,485 18,760 19,398 21,310 

 51 ～ 55 15,187 15,772 16,356 17,525 16,594 17,763 18,613 20,366 

 56 ～ 60 14,330 14,862 15,393 16,456 15,700 16,763 17,826 19,420 

 61 ～ 65 13,698 14,192 14,913 15,899 15,034 16,021 17,008 18,488 

 66 ～ 70 13,064 13,520 14,431 15,341 14,367 15,278 16,189 17,555 

 71 ～ 75 12,590 13,017 13,871 14,724 13,924 14,778 15,832 17,312 

 76 ～ 80 12,114 12,512 13,309 14,106 13,480 14,277 15,473 17,067 

 81 ～ 85 11,918 12,471 13,223 14,153 13,323 14,252 15,382 16,887 

 86 ～ 90 11,721 12,429 13,137 14,200 13,165 14,227 15,290 16,707 

 91 ～ 95 11,437 12,110 12,782 13,792 13,021 14,030 15,199 16,545 

 96 ～100 11,150 11,788 12,425 13,382 12,874 13,830 15,105 16,380 

101 ～105 10,983 11,592 12,200 13,258 12,635 13,692 14,764 16,271 

106 ～110 10,745 11,325 11,905 13,064 12,395 13,554 14,423 16,162 

111 ～115 10,565 11,121 11,809 12,787 12,195 13,173 14,138 15,805 

116 ～120 10,384 10,916 11,712 12,509 11,994 12,791 13,853 15,447 

121 ～125 10,231 10,742 11,508 12,397 11,922 12,811 13,832 15,365 

126 ～130 10,077 10,567 11,303 12,284 11,848 12,829 13,810 15,281 

131 ～135 10,037 10,623 11,333 12,279 11,707 12,653 13,713 15,245 

136 ～140 9,995 10,678 11,361 12,272 11,564 12,475 13,614 15,208 

141 ～145 9,876 10,536 11,196 12,183 11,515 12,502 13,603 15,143 

146 ～150 9,755 10,393 11,030 12,093 11,465 12,527 13,590 15,077 

151以上 9,643 10,261 10,978 11,908 11,342 12,271 13,400 14,841 

              

 

定 員 ②地域小規模児童養護施設 
 

 円 

１施設あたり 42,428 

 

 

 

 



 

 
④乳児院 

定  員 
２歳未満児 ２歳児 ３歳以上児 

(1.6:1) (1.5:1) (1.4:1) (1.3:1) 

 

) 

 (4:1) (3.5:1) (3:1) 

 人 円 円 円 円 円 円 円 円 

 10まで 62,879  66,068  66,068  69,257  57,810  52,401  52,401  52,401  

 11 ～ 15 48,036  50,162  52,288  54,414  43,796  35,295  35,295  37,422  

 16 ～ 20 41,811  41,811  43,406  45,000  36,961  28,992  30,587  32,182  

 21 ～ 25 36,043  37,318  38,594  39,870  33,088  25,437  26,713  27,989  

 26 ～ 30 34,539  35,602  36,665  38,791  30,766  23,328  24,391  25,455  

 31 ～ 35 33,197  34,526  35,854  37,715  29,535  22,044  23,000  24,277  

 36 ～ 40 31,853  33,448  35,042  36,637  28,303  20,758  21,609  23,098  

 41 ～ 45 31,017  32,452  34,206  35,641  27,265  19,668  20,412  22,113  

 46 ～ 50 30,179  31,455  33,369  34,644  26,227  18,576  19,214  21,128  

 51 ～ 55 29,648  30,818  32,572  34,007  25,796  18,113  18,783  20,665  

 56 ～ 60 29,116  30,179  31,774  33,368  25,364  17,649  18,351  20,201  

 61 ～ 65 28,714  29,929  31,410  33,118  24,988  17,242  17,975  19,794  

 66 ～ 70 28,312  29,679  31,045  32,868  24,612  16,834  17,599  19,386  

 71 ～ 75 28,031  29,312  30,793  32,701  24,271  16,461  17,259  19,013  

 76 ～ 80 27,748  28,944  30,539  32,532  23,929  16,087  16,917  18,639  

 81 ～ 85 27,512  28,819  30,467  32,207  23,611  15,737  16,599  18,289  

 86 ～ 90 27,275  28,692  30,393  31,881  23,292  15,387  16,280  17,939  

 91以上 26,974  28,321  29,809  31,510  22,990  15,053  15,978  17,605  

   

⑤10人未満を入所 

させる乳児院 

円 

59,362 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定  員 
⑥母子生活支援施設 

一般分 保育士加算 指導員兼事務員加算 

世帯 円 円 円 

 10まで 41,241  

 

2,119  

  11 ～ 20 25,952  1,589  〔1,589〕 

   21 ～ 30 18,980  1,060  1,060   

 31 ～ 40 14,589  954  795   

 41 ～ 50 13,297  848  716   

 51以上 12,005  742  636   

母子生活支援施設 円 

10世帯母子支援員加算 3,179   

20世帯母子支援員加算 1,589   

30世帯母子支援員加算 1,060  

31～40世帯母子支援員加算 795   

41～50世帯母子支援員加算 636   

51世帯以上母子支援員加算 530   

 

 

定  員 
⑦情緒障害児短期治療施設 

(4.5:1) (4:1) (3.5:1) (3:1) 

人 円 円 円 円 

30まで 23,846 24,909 25,971 27,034 

31  ～  45 22,086 23,016 23,945 25,274 

36  ～  40 20,324 21,121 21,918 23,512 

41  ～  45 19,416 20,452 21,170 22,923 

46人以上 18,507 19,782 20,420 22,332 

        

⑧ファミリーホーム 
円 

 2,768 

 

    
現  員 

⑨自立援助ホ

ーム 

人 円 

 ６まで 10,881  

７ ～ ９ 10,548  

10 ～ 12 10,382  

13 ～ 15 10,282  

16 ～ 18 10,215  

19以上 9,794  



 

 
⑩年少児加算分 

乳児 １歳児 ２歳児 年少児 

(5.5:1)※1 円 (5.5:1) ※1 円 (5.5:1) ※1 円 (5.5:1) ※1 円 

1.6:1 14,449  1.6:1 14,449    10,254  4:1 2,177  

※２ 1.5:1 15,894  ※３ 1.5:1 15,894      ※４ 3.5:1 3,311  

1.4:1 17,660  1.4:1 17,660      3:1 4,816  

1.3:1 18,699  1.3:1 18,699          

(5:1) ※1   (5:1) ※1   (5:1) ※1   (5:1) ※1   

1.6:1 13,821  1.6:1 13,821    9,633  4:1 1,589  

※２ 1.5:1 15,138  ※３ 1.5:1 15,138      ※４ 3.5:1 2,740  

1.4:1 16,731  1.4:1 16,731      3:1 4,239  

1.3:1 18,699  1.3:1 18,699          

(4.5:1) ※1   (4.5:1) ※1   (4.5:1) ※1   (4.5:1) ※1   

1.6:1 13,245  1.6:1 13,245    8,830  4:1 883  

※２ 1.5:1 14,449  ※３ 1.5:1 14,449      ※４ 3.5:1 2,025  

1.4:1 15,894  1.4:1 15,894      3:1 3,532  

1.3:1 17,660  1.3:1 17,660          

(4:1) ※1   (4:1) ※1   (4:1) ※1   (4:1) ※1   

1.6:1 12,226  1.6:1 12,226    7,947  ※４ 3.5:1 1,135  

※２ 1.5:1 13,245  ※３ 1.5:1 13,245    

 

3:1 2,649  

1.4:1 15,138  1.4:1 15,138    

 

  

 1.3:1 16,731  1.3:1 16,731    

 

  

 ※１ 少年に対する職員配置状況 

※２ 乳児に対する職員配置状況 

※３ １歳児に対する職員配置状況 

※４ ３歳以上児に対する職員配置状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 
⑪小規模グループケア加算分 

定  員 
児童養護 

施設 

児童自立 

支援施設 
乳児院 

情緒障害児

短期治療 

施設 

10まで ― ― 14,570 ― 

11 ～ 15 ― ― 9,710 ― 

16 ～ 20 7,280(※1) ― 7,280 ― 

21 ～ 25 5,830 ― 5,830 ― 

26 ～ 30 4,850 4,850(※2) 4,850 4,850(※2) 

31 ～ 35 4,160 4,160 4,160 4,160 

36 ～ 40 3,640 3,640 3,640 3,640 

41 ～ 45 3,230 3,230 3,230 3,230 

46 ～ 50 2,910 2,910 2,910 2,910(※4) 

51 ～ 55 2,650 2,650 2,650 ― 

56 ～ 60 2,420 2,420 2,420 ― 

61 ～ 65 2,240 2,240 2,240 ― 

66 ～ 70 2,080 2,080 2,080 ― 

71 ～ 75 1,940 1,940 1,940 ― 

76 ～ 80 1,820 1,820 1,820 ― 

81 ～ 85 1,710 1,710 1,710 ― 

86 ～ 90 1,610 1,610 1,610 ― 

91 ～ 95 1,530 1,530 1,530(※3) ― 

96 ～100 1,450 1,450 ― ― 

101～105 1,380 1,380 ― ― 

106～110 1,320 1,320 ― ― 

111～115 1,260 1,260 ― ― 

116～120 1,210 1,210 ― ― 

121～125 1,160 1,160 ― ― 

126～130 1,120 1,120 ― ― 

131～135 1,070 1,070 ― ― 

136～140 1,040 1,040 ― ― 

141～145 1,000 1,000 ― ― 

146～150 970 970 ― ― 

151以上 940 940 ― ― 

(※1)は 20人までの単価 

(※2)は 30人までの単価 

(※3)は 91人以上の単価 

(※4)は 46人以上の単価 

 

 

 

 



 

 
⑫里親支援専門相談員加算分  ⑬個別対応職員加算分  

定  員 
児童養護 

施設 
乳児院 

 10人未満を入所させる 

乳児院 

円  

3,532  

人 円 円      

 10まで ― 3,969  ⑬個別対応職員加算分  

 11 ～ 15 ― 2,646  定  員 母子生活支援施設  

 16 ～ 20 1,985(※1) 1,985  世帯   

 21 ～ 25 1,588 1,588   10まで 2,119  

 26 ～ 30 1,323 1,323   11 ～ 20 1,589  

 31 ～ 35 1,134 1,134   21 ～ 30 1,060  

 36 ～ 40 992 992   31 ～ 40 795  

 41 ～ 45 882 882   41 ～ 50 636  

 46 ～ 50 794 794   51以上 578  

 51 ～ 55 722 722      

 56 ～ 60 662 662      

 61 ～ 65 611 611      

 66 ～ 70 567 567      

 71 ～ 75 529 529      

 76 ～ 80 496 496      

 81 ～ 85 467 467      

 86 ～ 90 441 441      

 91 ～ 95 418 418(※2)      

 96 ～100 397 ―      

101 ～105 378 ―      

106 ～110 361 ―      

111 ～115 345 ―      

116 ～120 331 ―      

121 ～125 318 ―  
 

  

126 ～130 305 ―    

131 ～135 294 ―      

136 ～140 284 ―      

141 ～145 274 ―      

146 ～150 265 ―      

151以上 256 ―      

(※1)は 20人までの単価 

(※2)は 91人以上の単価 

  



 

 

定  員 
⑭職業指導員

加算分 

⑮家庭支援専門

相談員加算分 

⑯ボイラー技士

雇上費加算分 

⑰児童養護施

設等特別指

導費加算分 

⑱児童養護

施 設 等 指

導 員 特 別

加算分 

人 円 円 円 円 円 

20まで 1,589  1,589 25  33  33 

 21 ～ 25 1,272  1,272 20  26  26 

 26 ～ 30 1,060  1,060 17  22  22 

 31 ～ 35 908  908 14  19  19 

 36 ～ 40 795  795 13  17  ― 

 41 ～ 45 706  706 11  15  ― 

 46 ～ 50 636  636 10  13  ― 

 51 ～ 55 578  578 9  12  ― 

 56 ～ 60 530  530 8  11  ― 

 61 ～ 65 489  489 8  10  ― 

 66 ～ 70 454  454 7  9  ― 

 71 ～ 75 424  424 7  9  ― 

 76 ～ 80 397  397 6  8  ― 

 81 ～ 85 374  374 6  8  ― 

 86 ～ 90 353  353 6  7  ― 

 91 ～ 95 335  335 5  7  ― 

 96 ～100 318  318 5  7  ― 

101 ～105 303  303 5  6  ― 

106 ～110 289  289 5  6  ― 

111 ～115 276  276 4  6  ― 

116 ～120 265  265 4  6  ― 

121 ～125 254  254 4  5  ― 

126 ～130 245  245 4  5  ― 

131 ～135 235  235 4  5  ― 

136 ～140 227  227 4  5  ― 

141 ～145 219  219 3  5  ― 

146 ～150 212  212 3  4  ― 

151以上 205  205 3  4  ― 

[  ]書は 40人分の単価 

(※)は 91人以上の単価 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

⑲母子生活支援施設 

特別生活指導費加算分 

⑳母子生活支援施設（定員 40世帯以

上）の母子支援員、少年指導員加算分 

世帯 円 円 

 10まで 66 ― 

 11 ～ 20 33 ― 

 21 ～ 30 22 ― 

 31 ～ 40 17 [884] 

 41 ～ 50 13 707  

 51以上 12 589  

[  ]書は 40世帯分の単価



 

 

㉑心理療法担当職員加算分（児童養護施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 20まで 1,589 1,768 1,768 

 21 ～ 25 1,272 1,415 1,415 

 26 ～ 30 1,060 1,179 1,179 

 31 ～ 35 908 1,010 1,010 

 36 ～ 40 795 884 884 

 41 ～ 45 706 786 786 

 46 ～ 50 636 707 707 

 51 ～ 55 578 643 643 

 56 ～ 60 530 589 589 

 61 ～ 65 489 544 544 

 66 ～ 70 454 505 505 

 71 ～ 75 424 472 472 

 76 ～ 80 397 442 442 

 81 ～ 85 374 416 416 

 86 ～ 90 353 393 393 

 91 ～ 95 335 372 372 

 96 ～100 318 354 354 

101 ～105 303 337 337 

106 ～110 289 322 322 

111 ～115 276 308 308 

116 ～120 265 295 295 

121 ～125 254 283 283 

126 ～130 245 272 272 

131 ～135 235 262 262 

136 ～140 227 253 253 

141 ～145 219 244 244 

146 ～150 212 236 236 

151以上 205 228 228 

 

  



 

 

㉒心理療法担当職員加算分（児童自立支援施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 30まで 1,060 1,179 1,179 

 31 ～ 35 908 1,010 1,010 

 36 ～ 40 795 884 884 

 41 ～ 45 706 786 786 

 46 ～ 50 636 707 707 

 51 ～ 55 578 643 643 

 56 ～ 60 530 589 589 

 61 ～ 65 489 544 544 

 66 ～ 70 454 505 505 

 71 ～ 75 424 472 472 

 76 ～ 80 397 442 442 

 81 ～ 85 374 416 416 

 86 ～ 90 353 393 393 

 91 ～ 95 335 372 372 

 96 ～100 318 354 354 

101 ～105 303 337 337 

106 ～110 289 322 322 

111 ～115 276 308 308 

116 ～120 265 295 295 

121 ～125 254 283 283 

126 ～130 245 272 272 

131 ～135 235 262 262 

136 ～140 227 253 253 

141 ～145 219 244 244 

146 ～150 212 236 236 

151以上 205 228 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

㉒心理療法担当職員加算分（乳児院） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 10まで 3,179 3,536  3,536 

 11 ～ 15 2,119 2,358  2,358 

 16 ～ 20 1,589 1,768  1,768 

 21 ～ 25 1,272 1,415  1,415 

 26 ～ 30 1,060 1,179  1,179 

 31 ～ 35 908 1,010  1,010 

 36 ～ 40 795 884  884 

 41 ～ 45 706 786  786 

 46 ～ 50 636 707  707 

 51 ～ 55 578 643  643 

 56 ～ 60 530 589  589 

 61 ～ 65 489 544  544 

 66 ～ 70 454 505  505 

 71 ～ 75 424 472  472 

 76 ～ 80 397 442  442 

 81 ～ 85 374 416  416 

 86 ～ 90 353 393  393 

 91以上 335 372  372 

 

㉒心理療法担当職員加算分（母子生活支援施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

世帯 円 円 円 

 10まで 2,119  3,536 3,536 

 11 ～ 20 1,589  1,768 1,768 

 21 ～ 30 1,060  1,179 1,179 

 31 ～ 40 795  884 884 

 41 ～ 50 636  707 707 

 51以上 530  589 589 

 

㉒心理療法担当職員加算分（情緒障害児短期治療施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 30まで 1,060 1,179 1,179 

 31 ～ 35 908 1,010 1,010 

 36 ～ 40 795 884 884 

 41 ～ 45 706 786 786 

 46 人以上 636 707 707 



 

 
 

定  員 
㉓看護師加算分 

(児童養護施設) 

 ㉔児童自立支援施設 

 通所部分 

円 

 4,520 

人 円    

 20まで 304  ㉕情緒障害児短期治療

施設通所部分 

円 

 21 ～ 25 243  6,748 

 26 ～ 30 203    

 31 ～ 35 174    

 36 ～ 40 152    

 41 ～ 45 135    

 46 ～ 50 122    

 51 ～ 55 110    

 56 ～ 60 101    

 61 ～ 65 93    

 66 ～ 70 87    

 71 ～ 75 81    

 76 ～ 80 76    

 81 ～ 85 71    

 86 ～ 90 68    

 91 ～ 95 64    

 96 ～100 61    

101 ～105 58    

106 ～110 55    

111 ～115 53    

116 ～120 51    

121 ～125 49    

126 ～130 47    

131 ～135 45    

136 ～140 43    

141 ～145 42    

146 ～150 41    

151以上 39    

  



 

 
別紙２ 

平成 28年度 児童福祉施設等職員の本俸基準額 

（単位：円） 

区分 
児童養護 

施設 

児童自立 

支援施設 
乳児院 

母子生活 

支援施設 

情緒障害児 

短期治療 

施設 

ファミリー 

ホーム 

自立援助 

ホーム 

所長 

 

 

 

福(4-1) 

271,000 

福(2-33) 

253,300 

福(4-13) 

295,000 

 

 

福(4-1) 

271,000 

 

 

福(4-1) 

271,000 

福(2-33) 

253,300 

福(4-13) 

295,000 

 

 

  

主任児童 

指導員 

福(2-17) 

234,498     

福(2-17) 

234,498 

福(2-17) 

234,498 

児童指導員 

 

福(2-5) 

214,812  

福(2-5) 

214,812  

福(2-17) 

234,498  

福(2-5) 

214,812 

職業指導員 

 

福(1-25) 

192,678 

福(1-25) 

192,678      

心理療法 

担当職員     

福(2-5) 

214,812   

児童自立支援 

専門員 

 

 

 

福(2-17) 

234,498 

福(2-5) 

214,812 

     

主任母子 

指導員    

福(2-17) 

234,498    

母子支援員 

    

福(2-13) 

228,174    

児童生活 

支援員  

福(1-37) 

211,140      

主任保育士 

 

福(1-33) 

205,938    

福(1-41) 

216,444   

保育士 

 

福(1-29) 

199,920  

福(1-29) 

199,920 

福(1-25) 

192,678 

福(1-37) 

211,140   

事務員 

 

行Ⅰ(2-9) 

 204,300 

行Ⅰ(2-9) 

204,300 

行Ⅰ(2-9) 

204,300 

行Ⅰ(2-9) 

204,300 

行Ⅰ(2-9) 

204,300   

医師 

     

医Ⅰ(2-5) 

340,300   

家庭支援 

専門相談員 

福(2-5) 

214,812 

福(2-5) 

214,812 

福(2-5) 

214,812  

福(2-5) 

214,812   

個別対応職員 

 

福(2-5) 

214,812 

福(2-5) 

214,812 

福(2-5) 

214,812  

福(2-5) 

214,812   

看護師長 

   

医Ⅲ(3-9) 

246,000     

看護師 

 

医Ⅲ(2-25) 

227,100  

医Ⅲ(2-25) 

227,100  

医Ⅲ(2-25) 

227,100   

栄養士 

 

医Ⅱ(2-5) 

189,200 

医Ⅱ(2-5) 

189,200 

医Ⅱ(2-5) 

189,200  

医Ⅱ(2-5) 

189,200   

調理員等 

 

行Ⅱ(1-37) 

170,600 

行Ⅱ(1-37) 

170,600 

行Ⅱ(1-37) 

170,600 

行Ⅱ(1-37) 

170,600 

行Ⅱ(1-37) 

170,600   

（注）１．この表は、予算積算上の給与格付を例示したものである。 

   ２．「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸を指している。 

   ３．「所長」欄の母子生活支援施設にあっては上段は 21世帯以上、下段は 20世帯以下であり、その他にあって

は上段は 51人以上、下段は 50人以下の施設である。 

   ４．児童養護施設の主任児童指導員は、所長が４級以上の施設である。 

   ５．直接処遇職員のうち別に定める職種にあっては、上記表の本俸基準額と別に定める特殊業務手当基準額を加

えたものを本俸基準額とする。 



 

 
   ６．直接処遇職員（医師、看護師を除く）にあっては当該俸給額の他、特別給与改善費を加えたものを本俸基準

額としている。  



 

 
別紙３ 

平成 28年度 児童福祉施設等職員の特殊業務手当基準額 

 

施 設 別 職  種 
特殊業務手当基準額 

調整数 基本額 

   
円 

児童養護施設 １．主任児童指導員 1 9,300 

  ２．その他の児童指導員 1 9,300 

  ３．保育士 1 7,800 

  ４．職業指導員 1 7,800 

児童自立支援施設 １．児童と起居をともにする児童自立支援専門員 4 9,300 

 
２．児童と起居をともにする児童生活支援員 4 7,800 

 
（夫婦制の児童生活支援員を除く） 

  

 
３．その他の児童自立支援専門員 3 9,300 

 
４．夫婦制の児童生活支援員 2 7,800 

 
５．職業指導員 3 7,800 

乳児院 １．児童指導員 1 9,300 

 
２．保育士 1 7,800 

母子生活支援施設 １．母子支援員 1 9,300 

 
２．保育士 1 7,800 

 
３．少年指導員 1 9,300 

情緒障害児短期治療施設 １．児童と起居をともにする児童指導員 4 9,300 

 
２．児童と起居をともにする保育士 4 7,800 

 
３．その他の児童指導員 3 9,300 

 
４．その他の保育士 3 7,800 

 
５．看護師 2 9,400 

 
６．セラピスト 1 9,300 

 
７．医師 2 13,100 

ファミリーホーム １．主任児童指導員 1 9,300 

自立援助ホーム １．主任児童指導員 1 9,300 

 
２．児童指導員 1 9,300 

（注）上記表に該当する職種の特殊業務手当基準額は、基本額に、調整数欄に掲げる調整

数を乗じて得た額である。 


